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令和３年３月11日（木）午後１時30分 

貝塚市教育庁舎３階会議室 

日程 

番号 

議案 
事 件 名 備考 

種別 番号 

１   会議録署名委員の指名  

２   会期決定の件  

３ 議案 11 令和３年度教育費補正予算(第１号)の件  

４ 〃 12 貝塚市立学校いじめ対策審議会委員委嘱の件  

 

 

 

本日の会議に付した事件 

１．会議録署名委員の指名 

２．会期決定の件 

３．令和３年度教育費補正予算(第１号)の件 

４．貝塚市立学校いじめ対策審議会委員委嘱の件 

 

教育長及び出席委員 

                  鈴木 司郎  教育長 

１番  樽谷 栄子  教育委員会委員 

              ２番  西村 卓也  教育委員会委員 

３番  田中 廉久  教育委員会委員 

４番  浅田 真由美 教育委員会委員 

 

議案説明のため出席した者 

教育部長       樽谷 修一       教育部参与      浦川 英明 

教育部参与兼 

スポーツ振興課長   一色 正仁       教育総務課長     山本 利恵子 

学校教育課長     秦 真人        学校教育課参事    永井 隆幸 

学校教育課参事    田代 邦彦       社会教育課長     西川 桂子 

中央公民館長     寺戸 俊二       図書館長       見川 直子 

青少年教育課長補佐  山口 ゆかり 

事務局職員出席者 

山本 利恵子 教育総務課長 

小牧 真也 教育総務課長補佐 

植山 卓哉 教育総務課主査 
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午後１時30分開会 

○教育長（鈴木 司郎） ただいまから、令和３年貝塚市教育委員会会議第２回定例会を開きます｡ 

  これより事務局に本日の出席委員数及び欠席委員等の氏名の報告を求めます。 

○事務局（山本 利恵子） ご報告申し上げます。出席委員は４名全員であります。 

以上で報告を終わります。 

○教育長（鈴木 司郎） ただいま報告のとおり、出席委員は４名をもちまして会議は成立しております

ので、ただいまから本日の会議を開きます。 

これより事務局に諸般の報告を求めます。 

○事務局（山本 利恵子） 諸般の報告を申し上げます。 

本日開会されました令和３年貝塚市教育委員会会議第２回定例会は、３月８日付で招集告示し、本日の

開議時刻を午後１時30分と定めてご通知申し上げました。 

今回の提案事件は、議案２件であります。 

なお、本日の議事説明員として、出席を求めた事務局の職員の職氏名は、プリントしてお手許へ配付いた

しているとおりであります。以上で報告を終わります。 

                  ○          ○                   

○教育長（鈴木 司郎） これより日程審議に入ります。日程第１、会議録署名委員の指名をおこないま

す。会議録署名委員は会議規則第54条の規定により、２番 西村(にしむら) 卓也(たくや) 委員、４

番 浅田(あさだ) 真由美(まゆみ) 委員を指名いたします。 

                  ○          ○                   

○教育長（鈴木 司郎） 次に日程第２、会期決定の件を議題といたします。今回の会期は招集日の１日

に決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

   ご異議なしと認めます。よって会期は１日に決定いたしました。 

                  ○          ○                   

○教育長（鈴木 司郎） 次に日程第３、議案第11号 令和３年度教育費補正予算(第１号)の件を議題とい

たします。 

   

議案第 11号 令和３年度教育費補正予算(第１号)の件 

   

○教育長（鈴木 司郎） これより議案の説明を求めます。樽谷 修一 教育部長。 

○教育部長（樽谷 修一） 議案第 11号 令和３年度教育費補正予算（第１号）の件について、ご説明

申し上げます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により、本件につきまして、ご審議いただ

きたく存じます。 

まず、歳入のページをご覧ください。 

第 15款府支出金、第２項府補助金、第８目教育費府補助金における 125万円の補正は、公立幼稚園

における新型コロナウイルス感染症対策に係る交付金「教育支援体制整備事業費交付金」であります。 

  続きまして、歳出のページをご覧ください。 

第 10款教育費、第４項幼稚園費、第１目幼稚園費における 150万円の追加補正は、「子ども・子育

て支援交付金」及び「地方創生臨時交付金」を活用して、市立幼稚園における一時預かりを利用して

いる園児及びそれに従事する職員等の新型コロナウイルス感染防止を図り、安心・安全な生活環境を

確保するための衛生用品及び備品を購入する経費を計上するものです。 

  また、同じく第１目幼稚園費における 250万円の追加補正は、国の教育支援体制整備事業費交付金・

幼稚園の質の向上のための緊急環境整備を活用して、公立幼稚園において新型コロナウイルス感染症

対策を実施しつつ、「新たな日常」においても、園児を健やかに育むことのできる環境整備の推進に必

要な経費を計上するものでございます。 

幼稚園において、令和３年度以降も引き続き感染症対策を徹底するために必要な消毒液などの保健
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衛生用品等の購入費用を計上いたしております。 

以上のとおりでありますので、何卒よろしくご審議のうえ、ご賛同たまわりますようお願い申し上

げます。 

○教育長（鈴木 司郎） 議案の説明が終わりました。 

ただいまから質疑に入ります。浅田 真由美 委員。 

〇委員（浅田 真由美） 幼稚園の備品について、この予算で十分足りているのですか。 

〇教育長（鈴木 司郎） 秦 真人 学校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人） 現在、令和２年度の２次補正でも備品類はかなりの量を買っております。

園長への確認によると、その時に園へ50万円ずつお渡ししている分でも、使い切れない程の十分なお金

があったというところに、さらに今回補助がついたということなので、これは令和３年度１年間を見越

して買っていただくお金になります。一定の必要なものはすべて揃えておりますので、特にこれで足り

ないということはないと思います。 

〇教育長（鈴木 司郎） 園用器具費の50万円とは、何を予定していますか。秦 真人 学校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人）これはこちらから指定はしておらず、園のほうで必要なものを買っていただ

く予定です。今回の補助金で、消耗品以外に備品関係で各園10万円ずつ使うことができますので、例え

ば簡易ベッドやパーテーションなどのコロナ感染症感染防止対策に係るような保健衛生用備品は、補助

金の対象内ですので、すべて買えることになっております。 

〇教育長（鈴木 司郎）他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑はないものと認めます。 

  これよりご意見を伺います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  ご意見もないようですので、これより採決いたします。 

  本案を可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認めます。よって本案は可決されました 

                  ○          ○                  

○教育長（鈴木 司郎） 次に日程第４、議案第 12号 貝塚市立学校いじめ対策審議会委員委嘱の件を

議題といたします。 

                                                

議案第 12号 貝塚市立学校いじめ対策審議会委員委嘱の件 

                                                                                            

○教育長（鈴木 司郎） これより議案の説明を求めます。浦川 英明 教育部参与。 

〇教育部参与（浦川 英明） 議案第 12号 貝塚市立学校いじめ対策審議会委員委嘱の件についてご説

明申し上げます。 

いじめ対策審議会は、貝塚市教育委員会の諮問に応じて、貝塚市いじめ防止基本方針に基づく市立

学校におけるいじめ防止の取組み並びにいじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）第 28条の規

定による重大事態に係る調査及び再発防止策の検討について審議するものであります。 

よって、次のとおり貝塚市立学校いじめ対策審議会委員を委嘱するものであります。 

教育の専門的な知識及び経験を有する者として、元高石市立小学校長 田坂ひろ子氏、法律の専門的

な知識及び経験を有する者として、弁護士 高橋瑛輝氏、心理の専門的な知識及び経験を有する者と

して、スクールカウンセラー 良原惠子氏、の３名、以上の方々を委員に委嘱しようとするものであ

ります。 

以上のとおりでありますので、何卒よろしくご審議の上、ご賛同たまわりますようお願い申し上げ

ます。 

〇教育長（鈴木 司郎） 議案の説明が終わりました。 
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  ただいまから質疑に入ります。浅田 真由美 委員。 

〇委員（浅田 真由美） 今回、高橋さんは初めて名前が挙がったかただと思われますが、どのような

関係で推薦されたのですか。 

〇教育長（鈴木 司郎） 秦 真人 学校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人） 法律関係の方につきましては、立ち上げの頃から中央総合法律事務所に

お願いしておりまして、例年同じ人が来てくださる時もあれば、その人が変わる時にはその事務所の

ほうから代わりになる人を出してもらっております。 

〇教育長（鈴木 司郎） 田中 廉久 委員。 

〇委員（田中 廉久） いじめ対策審議会委員会を開催する時とはいつですか。 

〇教育長（鈴木 司郎） 秦 真人 学校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人） 年に１回、まず年度初めの４月に集まっていただきまして、その後につ

きましては、いわゆるいじめの重大事案が生起した時に招集し、集まっていただくことになっており

ます。 

〇教育長（鈴木 司郎） 西村 卓也 委員。 

〇委員（西村 卓也） 高橋先生以外の２人の先生につきまして、貝塚市となにか利害関係があるので

すか。 

〇教育長（鈴木 司郎） 秦 真人 学校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人） 府教委等に問い合わせしまして、しかるべき適切な人ということで探し

ております。ここにある学識等の方につきましては、第三者ということになっておりますので、貝塚

市と関係のある方は入れることはできません。 

〇教育長（鈴木 司郎） 先程の重大事案の要件について、後で資料を持ってきてください。また、今

年のいじめ件数と昨年の件数との比較、重大事案の発生状況について説明してください。秦 真人 学

校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人） 重大事案の発生につきましては、本年もゼロで、現在貝塚市で挙げてい

る事案はありません。いじめの件数につきましては、令和元年度は小学校 78件、中学校 33件の計 111

件、令和２年度は令和３年２月末現在で、小学校 61件、中学校 19件の計 80件となっております。 

〇教育長（鈴木 司郎） 田中 廉久 委員。 

〇委員（田中 廉久） いじめ対策委員会は、全小中学校に各々設置されているのですか。 

〇教育長（鈴木 司郎） 秦 真人 学校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人） いじめ防止対策推進法で、各市町村、各学校にそのような委員会を置く

ということになっておりますので、貝塚市もその法律が出来た時に、全ての小中学校に設置しており

ます。 

〇教育長（鈴木 司郎） 西村 卓也 委員。 

〇委員（西村 卓也） あだ名を禁止しようという記事を新聞で見ましたが、貝塚市としてはそのよう

なことで検討していることはありますか。 

〇教育長（鈴木 司郎） 秦 真人 学校教育課長。 

〇学校教育課長（秦 真人） 単なるあだ名、ニックネームに関しましては、特に禁止する動きはあり

ません。ただ、言われている本人が嫌がるようなことにつきましては、人権問題やいじめにも繋がり

ますので、そちらは注意・指導していくようにしております。 

〇教育長（鈴木 司郎） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは質疑はないものと認めます。 

  これよりご意見を伺います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  ご意見もないようですので、これより採決いたします。 

  本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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ご異議なしと認めます。よって本案は可決されました。 

                  ○          ○                   

○教育長（鈴木 司郎） これをもちまして、令和３年貝塚市教育委員会会議第２回定例会を閉会いた

します。 

午後１時44分 閉会 

                                                

 

貝塚市教育委員会教育長   

貝塚市教育委員会委員  

貝塚市教育委員会委員  

 


